
随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

　　建設局　西水環境センター　施設課　施設係　　　　（電話番号　078-752-5017　）

　　地方公営企業法施行令第21条の14第1項第２号に該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随意契約の理由

今回点検整備を行う消化ガス発電設備は、垂水処理場で発生する消化ガスを燃料として、発電及び消化槽の加温用に
熱利用するガスコージェネレーションシステムを採用した、エネルギーを有効利用するための重要な設備である。本業
務は当該設備の故障を未然に防止するための年次点検整備である。本業務を行うに当たっては、当該設備の設計・納
入業者しか所有しえない専門的な知識やノウハウを持ち、機器や現場の状況を熟知した技術者の配置が必要である。
従って、本業務は当該設備の納入業者であるJFEエンジニアリング株式会社のみが施工することができるため、指名停
止期間中である上記業者との随意契約を依頼するものである。

　　垂水処理場　消化ガス発電設備点検整備

　　ＪＦＥエンジニアリング株式会社　大阪支店


